
東大阪市条例第３７号  

 

東大阪市リージョンセンター条例の一部を改正する条例 

 

 東大阪市リージョンセンター条例（平成４年東大阪市条例第２３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第７文化ホールの項を次のように改める。 

文 化 ホ ー ル  ９，５００円  ２，４００円  ３，８００円  ４，３００円  

 

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


